
卒業検定当日の留意事項 （二輪） 

当日の流れ   

検定当日は、午前８：５０までに、１Fライダーズサロン（控え室）へ集合して下さい。 

※時間厳守です。時間に遅れた場合は受検できません。 

１．検定説明   

     ↓ 

２．卒業検定開始 （技能検定） 

     ↓ 

３．合格発表   （１F ロビーモニター） 

     ↓ 

 ４．検定結果講評 （２F ２教室） 

 

 

 

 

 免許なし・原付免許お持ちの方           普通免許等お持ちの方  

５．お昼休み                      卒業式（２F ２教室） 
     ↓ 

５．合宿寮 部屋の点検等 ※合宿生のみ 

     ↓ 

６．卒業式  （２Ｆ ２教室） 

  

※ 教室については教習の都合上、変更になる場合があります 

 

事故防止について   

  １．検定中は、事故を起こさないよう十分注意すること。 

  ２．ヘルメット、手袋、長袖・長ズボン、靴、プロテクターを着用すること。服装が不適切 

    な場合は検定を受けることができません。 

 

検定時の注意事項   

  １．検定中や受検待ちのとき、事故防止に十分注意すること。 

  ２．検定コースについては当日発表します。なお、コースを間違えた場合は停止して検定員 

    の指示を受けてください。 

 



大型自動二輪・普通自動二輪、二輪審査  卒業検定 

 

検定課題履行条件       

 

検定は正確な法令履行及び正確な運転操作によって、道路及び交通の状況に応じて安全かつ

円滑な走行ができるかどうかについて行うほか、他の交通に気配りをしながら主体的な運転が

できるかどうかについて行います。 

 

□ 採点の範囲 

採点は、乗車するときから、下車するまでの全てについて行います。 

走行終了時は、車体を道路のできる限り左側端に道路と平行に沿わせ、前車輪の先端を停止 

目標物（ポール）に一致させ、サイドスタンドを立て駐車状態にする。 

合格基準は７０点以上。 

 

□ 安全確認の方法 

安全確認は、原則として直接目視及びバックミラー等で行ってください。 

 

□ コース 

コースはすべて車道とみなします。 

 

□ 特別コース 

○ 直線狭路台 ･･･直線狭路台手前の指定地点で一旦停止し、直線狭路台を着座姿勢に 

（ 一本橋 ）  より所要時間で走行すること。 

大型自動二輪 ･･･ １０秒以上 

普通自動二輪 ･･･  ７秒以上 

小型自動二輪 ･･･  ５秒以上 

○ 連続進路転換･･･立体障害物の間を順に S字状に所要時間で走行すること。（小型二輪車は除く） 

（スラローム）   大型自動二輪 ･･･   ７秒以下 

          普通自動二輪 ･･･   ８秒以下 

○ 波状路   ･･･立ち姿勢（スクーター型は着座姿勢）により、おおむね５秒以上かけて 

         走行すること。（大型自動二輪のみ） 

○ 指定速度からの･･･指定速度を保ち、指定位置で急制動を行い、車輪をロックさせずに 

急停止  急停止区間内で安定した停止をすること 

         大型・普通自動二輪は４０km/h、小型自動二輪は３０km/h 

        ※指定速度に達しない速度で指定位置にさしかかった場合又は指定 

速度に達していたが、その手前から制動を開始していた場合は、検定 

員の指示に従って１回に限りやり直しを行う。 



検定中止事項       

 

□ 危険行為等 

・逆行大  ･･･停止した地点から進行しようとする反対方向に著しく進行した場合や危険な場合 

 

・発進不能 ･･･おおむね一車長の間でエンストを４回生じた場合や、青信号で発進しようとしたが 

         操作不良（エンストを含む）のため、その青信号の間停止し又は停止しているおそれ 

         がある場合や、明らかな技量未熟のためおおむね１分を過ぎても発進できない場合 

 

・指定速度  ･･･「指定速度からの急停止」においてやり直しをしたが、再び指定速度に達しない速度で 

  到達不能   急制動開始線にさしかった場合又は急制動開始線手前から制動を始めた場合 

 

・急停止区間 ･･･「指定速度からの急停止」において、急停止限界線から前車輪の接地面部がはみ出した 

    超過   場合 

 

・暴走   ･･･ブレーキ、ハンドル等のコントロールを失い危険な場合 

 

・転倒    ･･･車体を横倒しにした場合又はバランスを失い車体が横倒しになるのを防止するため、 

         足を接地して支えた場合 

 

・通過不能 ･･･○一本橋に乗れない時又は一本橋走行中にエンスト若しくは足を接地したとき 

         ○スラロームで順に通過できないとき又はスラローム走行中にエンスト若しくは足を 

接地したとき 

          ○波状路コースを走行中にエンスト若しくは足を接地したとき 

          ○クランク又は S字を通過できなくなったとき 

 

・脱輪大  ･･･縁石に車輪を乗り上げて若しくはコース外に落輪した場合 

         一本橋から落輪した場合若しくは波状路コースから逸脱した場合 

 

・接触大  ･･･設置した障害物等に車体が接触した場合若しくは接触するおそれがある場合 

 

・右側通行 ･･･道路の中央から右側部分を通行し又は通行しようとした場合 

 

・安全地帯等･･･安全地帯又は立入り禁止部分に入り入ろうとした場合 

        進入 

・後車妨害 ･･･後方から進行してくる車両の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがある 

         場合に、進路を変え又は変えようとしたとき 

 



・信号無視 ･･･赤色の信号が表示された場合に、停止位置を車体の一部が超え又は超えようとしたとき 

又は黄色の信号が表示された場合に安全に停止できるにもかかわらず、停止位置を 

車体の一部が超え又は超えようとしたとき 

 

・進行妨害 ･･･進行妨害をした又は妨害をするおそれがある次の場合 

         交通整理の行われていない交差点において 

○ 交差道路を左方から通行してくる車両等に対するとき 

○ 優先道路である交差道路を通行する車両等に対するとき 

○ 明らかに幅員の広い道路である交差道路を通行する車両等に対する時 

 

・横断等禁止･･･他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがある場合や道路標識等がある場合に 

違反   右左折し、横断し、転回し若しくは横断した場合やしようとした場合 

 

・指定場所不･･･道路標識等による一時停止の指定場所で、停止線の手前で停止しない場合 

     停止 

・安全間隔不･･･歩行者、特定小型原動機付自転車又は軽車両の側方を通過する場合に、安全な間隔を 

保持  保たない時又は保とうとしないとき 

 

・踏切不停止･･･踏切の停止線の手前で停止しない場合。又は踏切の手前で停止し発進後踏切内に 

等  車体の一部が入って停止（エンストを含む）した場合等 

 

・追越し違反･･･法令で禁止されている場所や方法で、前車を追越したりしようとした場合 

 

・割込み  ･･･徐行や停止しようとしている前車の前に割り込んだり横切ったりした場合 

 

・安全運転 ･･･ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路及び検定車の状況に 

  義務違反   応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しようとしないため、検定員 

がハンドル、ブレーキその他の操作を補助し又は是正措置を指示した場合 

 

□ 検定員補助 ･･･危険を回避するため、検定員が補助ブレーキ、補助ハンドル、口頭による指示した場合 

又は危険を回避するために安全運転支援装置が作動してアクセル、ブレーキ等の操作が 

         の操作が行われた場合 

 

□ 減点超過  ･･･減点した合計点によって、合格基準に定める免許の種類ごとの成績を得ることができ 

        ないことが明らかとなった場合 

 

□ 指示違反  ･･･検定実施のため指示をしたにもかかわらず、これに従わない場合 


